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＊人間学部人間福祉学科

1 　問題の所在

民生委員制度は，大正 6（1917）年の岡山県に
おける済世顧問制度創設から平成 29（2017）年に
100 周年を迎え，同年児童委員制度も 70 周年を
迎えた．それは，日本の社会福祉の発展を支えて
きた歴史であり，今日の地域福祉の推進には欠か
せない存在となっている．

近年，東日本大震災などの大規模災害や少子高
齢化の進展等により社会的孤立，認知症高齢者の
増加，虐待問題の増加，ひきこもりなど，地域の

支えあいや地域の力による早期発見等地域で問題
を解決していく力を高めていくことが求められて
いる．それは，「地域共生社会の実現」というスロー
ガンとなり，国が目指す「ニッポン一億総活躍プ
ラン」のなかで重要な目標と位置付けられている．
この「地域共生社会の実現」を進めるためには，
民生委員・児童委員の存在が重要となる．この地
域を支えてきた重要な民生委員・児童委員制度
が，この「地域共生社会の実現」や「地域包括ケ
アシステムの構築」において，また「生活困窮者
自立支援制度」を推進していくなかで，いずれも

民生委員制度の源である済世顧問制度が，大正 6（1917）年に岡山県で創設されてから平成 29（2017）年
で 100 周年を迎えた．児童委員制度も同年に 70 周年を迎えている．民生委員は児童委員を兼務している
が，あらゆる世代で社会的孤立の問題が顕在化し，地域共生社会の実現や地域包括ケアシステムの構築
など地域生活を支える民生委員・児童委員の役割は改めて注目されている．東日本大震災等の大規模災
害なども契機となり「地域づくり」の取り組みがあらゆる分野で求められている．民生委員制度 100 周
年を前後して，民生委員・児童委員に関する様々な報告書や全国モニター調査などが公表された．民生
委員制度は，厚生年金受給年齢の引き上げや高齢者雇用安定法による高齢者の雇用継続などにより，委
員の成り手を見つけることが難しくなるのではないかという懸念がある．この問題は，100 年間維持して
きた我が国における貴重な制度の持続可能性において重要な課題である．しかし，この間，厚生労働省「民
生委員・児童委員の活動環境の整備に関する検討会報告書」や単位民児協という組織（チーム）で民生
委員・児童委員活動を進めていくという重要な文献が発表されているにもかかわらず，その方針等につ
いて十分な分析が行われていない．本研究では，民生委員制度 100 周年を契機として発表されたこれら
の文献を分析し，「民生委員制度創設 100 周年活動強化方策」などを踏まえながら，今後の民生委員・児
童委員活動の意義と役割について考察を行った．
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民生委員制度 100 周年にみる民生委員の意義と役割（中島修）

3 　民生委員制度 100 周年記念全国モニター
調査報告書

まず，民生委員・児童委員の現状について，民
生委員制度 100 周年記念全国モニター調査報告書
を活用して整理したい．

民生委員・児童委員の区域担当委員の平均年齢
は，66.8 歳．主任児童委員は，58.8 歳である．民
生委員・児童委員の区域担当委員では，70 歳以
上の委員が 32.3％，60 代委員が 56.4％，50 代委
員が 9.6％，40 代以下が 1.4％と，60 歳未満の委
員が全体の 1 割にとどまっている．60 代以上の
委員で全体の 88.7％と 9 割近くを占めている．男
性が 37.6％，女性が 61.6％であった．

在任期間は，1 期目の委員が 33.3％，2 期目の
委員が 24.6％，3 期目の委員が 17.8％，4 期目の
委員が 10.2％，5 期目以上が 13.0％，無回答が
1.1％であった．2 期目までの委員で 57.9％を占
めている．1 期目の委員は，政令市 26.2％，東京
都特別区 20.4％に対し，村 47.9％，町 38.1％と
なり，町村部で 1 期目の委員が多く，都市部では
1 期目の委員が少ない傾向がある．特に，東京特
別区では，2 期目までの委員は 40.6％であり，委
員の在任期間が長くなっている傾向が示された．
都市部で民生委員の担い手不足が指摘されてきた
が，都市部では地方よりも委員を続ける人が多い
傾向にある（村 2 期目までの委員は 77.1％）．

民生委員・児童委員の就労状況は，全体で
37.0％の委員が就労している．区域担当委員が
35.3％，主任児童委員は 56.4％の委員が仕事をし
ながら委員活動を行っている．民生委員・児童委
員に就任する方の多くは，60 歳定年退職後とさ

「地域づくり」が求められ，「社会的孤立」の問題
をいかに解決していくかが問われる状況下で，改
めて注目されているのである．

この民生委員制度 100 周年の節目を前後して，
民生委員・児童委員に関する様々な報告書が作成
されている．しかし，これらの報告書の内容が必
ずしも十分に取り上げられ検証されていない．本
研究では，近年報告されている民生委員・児童委
員に関する報告書等を分析し，今後の民生委員の
意義と役割について明らかにしていくことを研究
目的とする．

2 　研究方法

近年，民生委員制度 100 周年に関連して，民生
委員・児童委員に関する報告書や手引きが多数発
行されている．しかし，これら文献に関する十分
な分析が行われていない．本研究では，近年の民
生委員・児童委員に関する文献研究を行い，それ
らと民生委員・児童委員の全国モニター調査とを
関連させながら，民生委員・児童委員活動の意義
と役割について分析することとする．その際の分
析枠組みとして，以下のような理論課題によって
進めることとする．第一に，民生委員制度を継続
するための支援のあり方．特に，就労しながら民
生委員活動を行うことの検証である．第二に，民
生委員活動を効果的なものにするための単位民児
協を中心とした活動方法の方向性の検証である．
第三に，民生委員の選出方法の検討である．以下，
主な報告書ごとに，この研究枠組みに基づいて論
を進めていくこととしたい．

表 1
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準として示す担当世帯数「220 〜 440 世帯」（政
令市・特別区）を超える世帯を担当する委員が過
半数に上ることが明らかとなった（「全国一斉モ
ニター調査第 2 分冊」2018b：7）．
「平成 27 年度福祉行政報告例」に基づいて，活

動日数を見ると以下のようになる．
委員 1 人あたりの年間の活動日数は，平成 27

年度は 131.4 日であり，10 年前から 1 割近く伸び
ている．平成 27 年度 1 年間の全国の民生委員・
児童委員による活動状況を 10 年前と比較したも
のが下表である．これによれば，「相談・支援件数」
が約 2 割減少する一方，「その他の活動」（民児協
活動をはじめとする自主的な活動や他団体の活動
への協力等）が 16.5% 伸びている．また，住民の
孤立・孤独が課題となるなか，高齢者の安否確認
等のための「訪問活動」も約 2 割増加している．
こうした状況からは，各分野の相談支援機関が整
備されるなかで，従来，民生委員が対応してきた
相談の一部が，地域包括支援センターをはじめと
した専門機関の強化や個人情報を取り巻く環境の
変化等により減少していることがうかがわれる．

また，対象者別に相談・支援件数を見ると，過
去 10 年間において，高齢者，障がい者，子ども，
その他の相談のいずれも増加している．相談・支
援内容の内訳をみると，過去 10 年間において，
その多くが減少している中で，「子どもの地域生
活」と「日常的な支援」及び「その他」が増加し
ている．従来の分類では当てはまらない支援課題
も生じていることが推測される．児童委員活動と

れてきた．しかし，「高年齢者等の雇用の安定等
に関する法律」（高齢者雇用安定法）の成立や厚
生年金受給年齢の 65 歳への引き上げ等により，
雇用を継続する高齢者が増加している．「平成 29
年版高齢社会白書」において，高齢者の就業状況
についてみると，男性の場合，就業者の割合は，
55 〜 59 歳で 90.3％，60 〜 64 歳で 77.1％，65 〜
69 歳で 53.0％となっており，60 歳を過ぎても，
7 割以上の人が就業していることがわかる．女性
の就業者の割合は，55 〜 59 歳で 69.0％，60 〜
64 歳で 50.8％，65 〜 69 歳で 33.3％と男性に比
べると低いが，60 歳を過ぎても男性の 7 割以上
と同様に，女性も 5 割以上の方が働いている（「全
国一斉モニター調査第 2 分冊」2018b：2–6）．

このように，民生委員・児童委員をどのように
選出していくかという点において，60 歳定年後
に選任するという方法は崩れつつあり，国家公務
員も 65 歳定年制へと移行したことから，今後は
就労しながら民生委員・児童委員活動を行う委員
の割合が高まっていくことが考えられる．そのた
めには，就労しながら委員活動を行うことが可能
となる仕組みを考えていくことが必要であると考
える．

区域担当委員の担当世帯数は，平均値で 223.9
世帯，中央値で 180.0 世帯であった．概ね，一人
の委員が抱える世帯数は，200 世帯前後を担当し
ている委員が多いと考えてよいであろう．しかし，
東京特別区では，500 世帯を超える委員が 45.3％

（無回答を除けば過半数超）であり，国が参酌基

表 2



− 156 −

民生委員制度 100 周年にみる民生委員の意義と役割（中島修）

接，児童相談所等に通告する住民が増加したこと
がうかがわれる．

民生委員・児童委員のうち，子どもや子育て家
庭への支援を専門に担当する主任児童委員の活動
は，10 年前に比べ「相談・支援件数」，「訪問回数」
がともに 1 割程度の減少となっている．地域での
サロン活動への協力といった「その他の活動件
数」，また関係機関等との「連絡・調整回数」は
大きく増加している．このことからは，主任児童
委員が単位民児協の窓口となって，小中学校をは
じめ幅広い関係者との連絡役として定着しつつあ
ることがうかがわれる．

主任児童委員活動の動向から見ると，近年，児童
虐待，いじめ，不登校，子どもの貧困等，子ども
や子育て家庭をめぐる課題が多様化するなか，こ
のような項目が増加していることが考えられる．

一方，「その他の活動件数」に含まれる「要保
護児童の発見の通告・仲介」は，この 10 年で半
分近くに減少している．しかし，全国の児童相談
所における虐待相談対応件数は平成 27 年度に 10
万件を突破するなど増加を続けている．このこと
からは，児童虐待問題に関する国民の関心の高ま
りや児童相談所の全国共通ダイヤルの浸透（189）
などもあり，民生委員・児童委員を介さずに，直

表 3

表 4
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報に関する住民の関心の高まりが，委員活動にも
少なからぬ影響を及ぼしていることをうかがわせ
る結果となった．さらに活動に必要な住民の情報

（個人情報）の提供不足に関する回答も多く，市
区町村から民生委員・児童委員に対する個人情報
の提供に課題があることが明らかとなっている．
守秘義務を有する民生委員・児童委員に対して
は，住民の福祉のためにも活動に必要な情報が適
切に提供される体制の構築が望まれている（全民
児連「全国一斉モニター調査第 2 分冊」2018b：
13）．

一方，同調査において，委員活動の「やりがい
や達成感」をどのような時に感じているのかを聞
いた質問では，「支援した人に喜ばれた時，感謝

ここまで，民生委員・児童委員の活動状況を見
てきたが，民生委員・児童委員の活動における悩
み，苦労に焦点を当てることも重要である．民生
委員・児童委員への期待の高まりとともに，その
役割が拡大するなか，委員の負担感が高まってい
る．全民児連が平成 28 年に実施した「全国一斉
モニター調査」においては，その一部として全国
23 万人の委員に活動の現状に関する意識調査を
実施した．その結果によれば，「活動上の悩み，
苦労」に関する質問の回答として最多であったの
は，住民の「プライバシーにどこまで踏み込んで
いいのか戸惑う」ということであった．これは，
経験の浅い委員が増加するなかで，住民との関係
づくりに悩む委員が増えていること，また個人情

表 5

表 6
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告書」という）を公表した．筆者もこの検討会の
構成員の一人であったため，この報告書の内容に
触れながら，民生委員・児童委員に期待されるこ
とについて述べていくこととする．

平成 23（2011）年 3 月に発生した東日本大震災
では，56 名の民生委員・児童委員が亡くなって
いる．民生委員・児童委員が取り組んできた「災
害時一人も見逃さない運動」は，災害時におい
て，第一に，民生委員・児童委員自身の命を守る
こと，第二に，民生委員・児童委員の家族の命を
優先すること，第三に，その上で支援することが
可能であれば高齢者等の支援に当たることが想定
されていた．しかし，56 名の方が亡くなられた
ことを重く受け止めるとともに，日頃から全国で
活動している民生委員・児童委員が活動しやすい

された時」を約 7 割の委員が挙げ，「その人（世
帯）が抱える課題（困りごと）が解決した時」が
続いていた．これらの結果からは，自らが他者の
役に立ったことを実感できる，また自らが成長で
きたと感じられることが委員活動の喜びであり，
活動への意欲につながっていることがうかがわれ
る（全民児連「全国一斉モニター調査第 2 分冊」
2018b：16–17）．

4 　厚生労働省「民生委員・児童委員の活動
環境の整備に関する研究会報告書」

平成 26（2014）年 4 月，厚生労働省は「民生委
員・児童委員の活動環境の整備に関する検討会報
告書」（座長　上野谷加代子）（以下，「検討会報

表 7

⺠⽣委員・児童委員活動における「悩み、苦労」（3項⽬選択)
度数 パーセント

プライバシーにどこまで踏み込んでいいのか⼾惑う 112,790 56.2
⽀援を必要としている⼈がどこにいるのか分からない 34,424 17.1
⽀援を⾏うにあたって必要な個⼈・世帯の情報が提供されない 43,219 21.5
社会福祉に関する知識や情報の理解が難しい 27,039 13.5
援助を必要とする⼈との⼈間関係のつくり⽅が難しい 44,445 22.1
援助が困難な場合のつなぎ先がよく分からない 5,855 2.9
配布物や調査など、⾏政からの協⼒依頼事項が多い 19,096 9.5
配布物や調査など、社協からの協⼒依頼事項が多い 9,853 4.9
⾏政等への協⼒範囲が広い（福祉だけでなく教育や保健分野へのかかわりなど） 15,128 7.5
あて職（⺠⽣委員が⾃動的に兼務になる役職）が多い 29,096 14.5
会議や研修などに参加する機会が多い 28,762 14.3
町内会や⾃治会の⾏事などの参加の負担が⼤きい 16,278 8.1
慶弔や地域の祭事などの際の経済的な負担が⼤きい 4,274 2.1
課題を抱えた住⺠が多い 7,915 3.9
担当の世帯数が多い 16,544 8.2
担当の地域が広い（移動に時間や費⽤がかかる） 5,778 2.9
市・区役所、町村役場、その他⾏政機関の協⼒が得にくい 4,960 2.5
社協の協⼒が得にくい 876 0.4
⺠児協内に、困っていることを相談できる仲間や先輩がいない 1,363 0.7
⾃分の家族の理解が得られない 2,247 1.1
仕事との両⽴が難しい 20,161 10.0
住⺠から正しく理解されていない（給料をもらっている、何でもやってくれる等の誤解） 27,516 13.7
その他 7,819 3.9
特にない 9,633 4.8

N=200,750
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おいては，①民生委員・児童委員が安心して活動
するための取組み，②民生委員・児童委員，民児
協活動への支援（ア　活動費等，イ　行政のサポー
ト体制，ウ　関係機関との連携，エ　地域福祉計
画等への位置づけ），③災害時の民生委員・児童
委員活動への支援，が提示され，民生委員・児童
委員が安心して活動できるための独自の保険制度
の整備，活動費や行政のサポート体制，関係機関
との連携，地域福祉計画等へ民生委員の活動を位
置づけること，「避難行動要支援者の避難行動支
援に関する取組指針（平成 25 年 8 月内閣府）」を
受けて災害時の民生委員・児童委員活動への支援
等が提示されている．
（2）民生委員・児童委員の力量を高める取組み

では，平成 23 年の「地域の自主性及び自立性を
高めるための改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律」（地域主権第 2 次一括法）に
より，民生委員法及び児童福祉法の一部改正が行
われ，民生委員・児童委員に対する指導訓練（研
修）は，都道府県知事が地域の実情に応じて実施
することとされたことから，都道府県は，主体的
に地域の実情やそのレベルに応じた研修を行うこ
とされている．しかし，その研修機会が十分に確
保されていないため，全国民生委員児童委員連合
会（以下，「全民児連」という）は，平成 26（2014）

環境を整えていく意味から検討をすることが求め
られた．厚生労働省が民生委員・児童委員のため
に検討会を設置したことは，重要な意味を持つも
のであろう．

この検討会報告書では，これまでの民生委員・
児童委員の歴史的な活動成果を整理した上で，新
たな課題等への対応として，生活困窮者支援や虐
待相談の増加への対応について述べられている．
そして，民生委員・児童委員活動における課題を
提示している．（1）活動範囲に関する課題，（2）
求められる役割の多様化と負担に関する課題，

（3）対応する問題の複雑化・多様化と力量に関す
る課題，（4）災害時の活動に関する課題，（5）個
人情報の取扱いと関係機関との情報共有に関する
課題，（6）活動への支援・協力体制に関する課題，

（7）社会的な理解の促進と継続性の確保に関する
課題，という 7 つの課題を指摘している．そし
て，民生委員・児童委員の活動環境の整備に向け
て（提言）として，（1）民生委員・児童委員活動
への支援の充実，（2）民生委員・児童委員の力量
を高める取組み，（3）地方自治体等の民生委員・
児童委員制度への社会的理解の促進，（4）国民の
民生委員・児童委員制度への理解促進の取組みと
その効果，の 4 点を指摘している．
（1）民生委員・児童委員活動への支援の充実に

表 8

⺠⽣委員・児童委員活動で「やりがい、達成感を感じる時」（３項⽬選択) N＝200,750

度数 パーセント
⽀援した⼈に喜ばれたとき・感謝されたとき 136,845 68.2
その⼈（世帯）が抱える課題（困りごと）が解決したとき 84,261 42.0
要⽀援者から頼りにされたとき 69,250 34.5
⾃分⾃⾝が成⻑できたと感じたとき 36,851 18.4
福祉についての⾃分⾃⾝の理解が深まったとき 38,834 19.3
地域についての⾃分⾃⾝の理解が深まったとき 38,097 19.0
活動を応援してくれる住⺠が増えたとき 34,462 17.2
⺠⽣委員同⼠で仲間ができたとき 68,405 34.1
後輩⺠⽣委員が頼りにしてくれたとき 5,161 2.6
その他 2,139 1.1

全民児連「平成 28 年全国モニター調査」結果（速報値）
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とを示している．それは，民生委員・児童委員活
動をサポートする体制を強化することにもつなが
ると考えているのである．

改めて，地域で見守り支えあう地域づくりが求
められている．これは，民生委員・児童委員のみ
が行うのではなく，自治会・町内会をはじめとし
た地域住民との連携はもとより，行政，社協，地
域包括支援センター，児童相談所，学校など多様
な機関と連携・協働していくことが大きな効果を
生み出すこととなる．ライフラインや買い物支援，
住宅関係の民間事業者との連携も重要となるであ
ろう．民生委員・児童委員活動を応援し，共に活
動する仲間が増えていくことで，民生委員・児童
委員の活動環境が前進していく．改めて，地域づ
くりが求められているのである．

5 　全民児連「単位民児協運営の手引き」（平
成 28 年 3 月版）

平成 28（2016b）年 3 月に全民児連は「単位民
児協運営の手引き」を発行した．筆者は，この手
引き作成の委員でもあったため，その内容を踏ま
え検証していきたい．

全民児連では，前回の民生委員・児童委員一
斉改選において，新任委員が 72,578 人（全体の
31.6％）であったことや近年の 1 期目と 2 期目の
委員が増加している傾向から，単位民児協を単位
としてチームで民生委員・児童委員活動に取り組
んでいくこととしている．それは，新任委員をベ
テランの委員が支援していくことやひとり暮らし
世帯への複数人の委員による訪問活動の実施など
が求められており，担当地区を一人の委員のみで
担当していくことが難しくなっている現状がある．

民生委員法第 20 条「民生委員は，都道府県知
事が市町村長の意見をきいて定める区域ごとに，
民生委員協議会を組織しなければならない」との
規定によって設置されている．これは，民生委員
が民生委員協議会を組織することを義務づけた規
定であり，これにより定められたものがいわゆる

「法定単位民生委員協議会」である．また，児童
委員協議会が，「児童委員活動要領」（厚生労働省
雇用均等・児童家庭局長通知）で民生委員協議会

年 3 月に「民生委員・児童委員研修カリキュラム」
（委員長　市川一宏）を作成し，新任委員，中堅
委員に向けた研修体系をそれぞれ提示し，都道府
県が研修に取り組みやすい環境を整備している．
検討会報告書でも，この点に言及し，この研修カ
リキュラムを参考にして研修の充実を図るよう言
及している．

最後に，この検討会報告書のまとめとして「民
生委員・児童委員に期待すること」が述べられて
いる．この点に基づきながら，改めて，地域での
見守り支えあいの地域づくりの必要性について考
えていきたい．第一に，災害時要援護者支援につ
いてである．平成 25（2013）6 月の災害対策基本
法の見直しにより，民生委員・児童委員は避難行
動要支援者の避難支援等関係者として位置づけら
れた．災害時の避難支援について，民生委員・児
童委員への期待が高まっている．しかし，検討会
報告書では，「『見守り』活動の主たる役割が民生
委員・児童委員のみであるような雰囲気となって
いる」と指摘し，報告書内の注において「民生委
員・児童委員活動において『見守り』活動は重要
である．『見守り』活動は，地域住民との信頼関
係の構築や地域住民の状況の把握等にとても大切
な活動ですが，これらは民生委員・児童委員のみ
に課されたものではなく，行政や社協等の関係機
関と連携・協働して行われるべきものです．」（下
線，筆者）と述べられている．見守り活動は，多
様な人々や機関が連携して取組んでいくことが重
要であり効果を上げていくのである．

第二に，悪徳商法などの消費者被害の防止のた
めの地域体制づくりや生活困窮者自立支援制度な
ど新たな取組みへの期待である．これらの活動に
民生委員・児童委員が体系的に取組むことによ
り，活動関係も整備されることを期待している．

「自分で自分を助けられない人」を発見し，見守り，
適切な時期に必要な手立てにつなげるという役割
が「地域福祉推進の要」として期待されているの
である．

第三に，今回の検討会報告書では，民生委員・
児童委員の活動について地方自治体行政職員をは
じめ，地域住民，関係機関など多くの人々に理解
してもらい，連携・協働して活動を進めていくこ
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を一人単位民児協に所属する民生委員・児童委員
の中から互選することが義務づけられている．さ
らに，法第 25 条第 2 項では，「会長は，民生委員
協議会の会務をとりまとめ，民生委員協議会を代
表する」と定められており，法第 25 条第 3 項では，

「前二項に定めるもののほか，会長の任期その他
会長に関し必要な事項は，政令で定める」とされ
ており，会長の任期は，民生委員法施行令で 1 年
とされているが，再任を妨げていない．会長の在
任期間に制約はないが，組織の活性化，次代の民
児協を担う人材（会長等の役員候補者）育成とい
う観点から，会長が選任されている．なお，会長
に事故があり，会長としての職務が遂行できない
ときは，あらかじめ互選により定められた者が職
務を代理することとされている（民生委員法施行
令第 11 条第 2 項）．

単位民児協会長の役割としては，（1）民児協の
活動方針や目標の立案，（2）組織体制づくり〜全
員参加と各委員の特性を活かした体制づくり〜，

（3）委員一人ひとりの活動の支援（①委員が活動
しやすい内外の環境づくり，②委員それぞれへの
助言・指導），（4）関係機関との連携・協働の中
心となる，ことの 4 つが主な役割として手引きに
盛り込まれている．

また，単位民児協活動は，所属する民生委員・
児童委員と事務局担当者が両輪となってこそ，充
実した活動が展開される．そのため，事務局が果
たすべき役割は，大きいものがある．①定例会の
準備，②委員への情報提供，③関係機関との連絡
調整，④住民等への広報活動など，円滑な民児協
活動のために事務局は重要な役割を果たしてい
る．市区町村の民児協事務局は，行政が 7 割，社
協に 3 割設置されていて，その設置事務局の形態
別によって，果たされる事務局機能が異なること
がある．例えば，多岐にわたる民生委員の任務は，
行政の担当部署も多岐にわたるため，行政に民児
協事務局がある場合には，市区町村行政，福祉事
務所，児童相談所等，行政機関との連携・協働は
委員活動，民児協活動の基本であることから，民
児協事務局が行政にあることによって，行政の関
係部署との連絡調整がしやすくなり，連携も進む
ことが考えられる．一方，社協に民児協事務局が

ごとに組織されることになっている．そのため，
民生委員協議会は児童委員協議会でもある．よっ
て「法定単位民生委員児童委員協議会」となり，
これを略して，「単位民児協」という．単位民児
協は，民生委員が，協力を通してその職務をより
機能的，効果的に遂行し，相互に向上することを
促進するために組織する団体である．民間の組織
でありながらその職務の重要性に鑑みて法律上結
成が義務づけられている．単位民児協は，全国に
10,893 団体ある（平成 26 年度全民児連調べ）．
民生委員法第 20 条第 2 項において，「前項の規定
による民生委員協議会を組織する区域を定める場
合においては，特別の事情のあるときの外，市に
おいてはその区域を数区域に分けた区域，町村に
おいてはその区域をもって一区域としなければな
らない」と定められている．民生委員法第 24 条

（民生委員協議会の任務）では，「①民生委員が担
当する区域又は事項を定めること．②民生委員の
職務に関する連絡及び調整をすること．③民生委
員の職務に関して福祉事務所その他の関係行政機
関との連絡に当たること．④必要な資料及び情報
を集めること．⑤民生委員をして，その職務に関
して必要な知識及び技術の修得をさせること．⑥
その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を
処理すること．」を規定している．さらに，「2 項　
民生委員の職務に関して必要と認める意見を関係
各庁に具申することができる」ことを規定すると
ともに，「3 項　民生委員協議会は，市町村の区
域を単位とする社会福祉関係団体の組織に加わる
ことができる」ことを規定し，「4 項　関係行政
機関の職員が民生委員協議会に参加して意見を述
べることを認める」ことを規定している．これら
の規定を踏まえ，全民児連「単位民児協運営の手
引き」では，①情報共有，②事例検討，③課題の
分析・共有，④活動方針の確認，合意形成，⑤関
係機関，団体からの報告，情報提供等の 5 点をあ
げ，単位民児協の定例会において，「委員の学び
あいと支えあいの定例会」となるよう支援してい
る．

また，民生委員法第 25 条で，「民生委員協議会
を組織する民生委員は，その互選により会長一人
を定めなければならない」と，単位民児協に「会長」
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いる傾向にあるということができるであろう．こ
の間，単位民児協を中心として民生委員・児童委
員活動を推進するとしてきた全民児連の方針は，
単位民児協事務局機能を強化する方向にもつな
がっており，この方向性は正しい方向性を示して
いると筆者は考える．

6 　全国民生委員児童委員連合会編（2016a）
「これからの民生委員・児童委員制度と活動の
あり方に関する検討委員会中間報告書」

この委員会においても，筆者は委員であったた
め，その視点から論じていくこととする．

民生委員制度創設 100 周年にあたって全民児連
が立ち上げた委員会である．社会の変化と民生委
員・児童委員制度を取り巻く環境について検討
し，「中間報告」として，①民生委員活動 100 年
の総括，②今後の社会の変化と民生委員・児童委
員活動の方向性，③活動のために期待される活動
環境整備，について盛り込まれている．その概要
は，この 100 年間を振り返って民生委員・児童委
員制度の歴史が整理され，これまでの民生委員・
児童委員が果たしてきた役割として，「①地域住
民の身近な相談相手，見守り役としての存在，②
行政の協力者として福祉制度を効果的に機能させ
る存在，③民間社会福祉活動の推進者たる存在，
④地域課題の可視化と住民の代弁者としての提言
活動，⑤時代を先取りした課題解決への取り組み」
が提示されている．さらに，「Ⅱ．新たな時代の
民生委員・児童委員活動　1．変わる社会の姿と
社会福祉のあり方見直し　2．これからの民生委
員・児童委員活動」において，「民生委員・児童
委員がめざすもの」として「誰もが笑顔で，安全
に，安心して暮らせる社会づくり」が示された．
そして，「守り続けていくべきもの」と「時代の
変化に応じた対応」が述べられ，「ア）制度とし
て守り続けていくべきもの」として，「厚生労働
大臣による委嘱」「無報酬のボランティアという
性格」「民生委員であるとともに児童委員を兼ね
ていること」「住民との信頼関係に不可欠な守秘
義務，3 年間の任期と一斉改選」がまとめられた．
また，「時代の変化に即した活動〜これからの活

ある場合には，社協は，地域福祉推進の中核的団
体であり，長きにわたり，民児協とは「車の両輪」
ともいえる関係を構築してきた．生活福祉資金貸
付事業，サロン活動をはじめ，社協事業へ民生委
員・児童委員が協力するとともに，心配ごと相談
事業等，両者が協働しながら取り組んできた事業
も多くある．法第 24 条第 3 項では，「民生委員協
議会は，市町村の区域を単位とする社会福祉関係
団体の組織に加わることができる」と規定してい
る．民児協は，社会福祉関係団体と連携し，地域
組織を推進していくことが期待される．「市町村
の区域を単位とする社会福祉関係団体」とは，市
町村社会福祉協議会あるいは身体障害者福祉団体
や児童福祉及び青少年問題に関する福祉団体など
で全市町村にわたるものなどを意味する．「組織
に加わる」とは，社会福祉協議会などの会員とし
て加入するのみでなく，その組織の一環として部
会などの組織として活動する意味である．なお，
この場合，民生委員協議会の構成員たる民生委員
は全員，社会福祉協議会などに会員として参加す
ることが前提とされている．社協に民児協事務局
があることで，地域福祉活動への取組みが推進さ
れやすくなると考えられている．なお，市町村長
及び福祉事務所その他の行政機関の職員は，単位
民児協の構成員としてではなく，第三者としての
立場において単位民児協の会合に出席し，参考意
見を述べることができるのは，あくまで民児協の
運営及び構成については自主的に行うことが適当
と考えられているからである．

また，単位民児協の事務局機能は，全民児連
（2018）「全国モニター調査報告書」）において単
位民児協単位で見ると，①会長等の民児協役員（個
人）が 36.0％，②行政が事務局を担当しているが
39.1％，③社会福祉協議会が事務局を担当してい
るが 15.7％，④その他が 3.2％，⑤無回答が 6.0％
となっている．前回調査は，全民児連「法定単位
民児協活動実態調査 2012 報告書」 ①会長など民
児協役員が担当しているが 61.2％，②行政が事務
局を担当しているが 21.9％，③社会福祉協議会が
事務局を担当しているが 8.5％，④その他が 1.0％，
⑤無回答が 7.4％であった．つまり，単位民児協
の事務局機能の負担感は，近年 5 年間で改善して
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ローガンが決まり，これを目指していく民生委
員・児童委員活動に期待されているもの（「民生
委員 100 周年強化方策」より）として，「（1）変
わらぬ住民の身近な相談相手，見守り役としての
活動，（2）地域の福祉課題を明らかにしていくこ
と，（3）児童委員であることを意識した活動，（4）
多様な関係者をつなぐ「結節点（ハブ）」となる
こと，（5）住民や地域の代弁者としての積極的な
意見具申，提言，（6）地域づくりの担い手となる
こと」が示された（全民児連（2017b:2–4）「民生
委員制度創設 100 周年活動強化方策」）．

また，「児童委員制度創設 70 周年全国児童委員
活動強化推進方策 2017 〜子どもたちの笑顔と未
来のために〜」では，「重点 1 　子どもたちの「身
近なおとな」となり，地域の子育て応援団とな
る．重点 2 　子育ち，子育てを応援する地域づく
りを進める．重点 3 　課題を抱える親子を早期に
発見し，つなぎ，支える．重点 4 　児童委員制度
やその活動の理解を促進する．」が示された．そ
の上で，「民生委員制度創設 100 周年活動強化方
策」では，「重点 1 　地域のつながり，地域力を
高めるために．重点 2 　さまざまな課題を抱えた
人びとを支えるために．重点 3 　民生委員・児童
委員制度を守り，発展させていくために．」が示
された．「重点 1 　地域のつながり，地域力を高
めるために」においては，「（1）自治会・町内会
活動と民生委員・児童委員活動との連携強化，（2）

「一声運動」「挨拶運動」などを通じたつながりの
強化，（3）住民同士が支え合える仕組みづくりへ
の協力，（4）子育てを応援する地域づくりの推進」
が示された．「重点 2 　さまざまな課題を抱えた
人びとを支えるために」においては，（1）積極的
な訪問活動を通じた住民との関係づくりの推進，

（2）出張相談会等を通じて相談の「入り口」を広
げる，（3）住民の代弁者としての意見具申，提言
活動の強化，（4）社会福祉協議会との一層の連携・
協働，（5）社会福祉法人・福祉施設との積極的連
携，（6）共同募金への協力と民児協活動での活用」
が示された．「重点 3 　民生委員・児童委員制度
を守り，発展させていくために」については，「（1）
単位民児協の機能強化による民生委員・児童委員
への支援，（2）都道府県・指定都市民児協による

動の視点」としては，今後は，民生委員児童委員
協議会（民児協）が組織として個々の民生委員を
支え，そのなかで住民を支えていくことが重要で
あることを示した．また，「すべての民生委員が
児童委員であることを意識した活動」として，「①
民生委員が児童委員を兼ねている意義」として，
子どもをめぐる課題への対応では，子どもと保護
者，双方への相談・支援が不可欠．民生委員が児
童委員を兼ねているからこそ双方に関わり，多様
な機関を結びつけていく役割を果たすことが可能
であるという考え方を示した．同時に，主任児童
委員と児童委員（区域担当民生委員）の連携強化
についても言及された．そして，「Ⅲ．民生委員・
児童委員活動の充実のために期待されること」と
して，「1. 民生委員・児童委員の選任・配置につ
いて」において，①「民生委員は大変」というイ
メージの払しょく，②多様な人材の確保，就業と
の両立支援，③委員候補者の選任方法の多様化，
④選任，配置基準等に関する検討，について論議
された．そして，「民生委員活動を支える仕組み」
として，ア）協力員制度，イ）研修の充実，ウ）
民生委員制度や活動に関する周知促進，について
示された．その際，民生委員児童委員協議会（民
児協）については，①単位民児協の運営強化のた
めの環境整備，②意見具申機能の強化，③連合民
児協の位置づけの明確化，が論議された．特に，
今後 100 年を見据えて，委員活動と就労との両立
や選任方法の多様化などについて踏み込んだ議論
がなされたことは重要な議論であった．

7 　全国民生委員児童委員連合会（2017 ）「民
生委員制度創設 100 周年活動強化方策」

全国民生委員児童委員連合会編（2018a）「これ
からの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に
関する検討委員会報告書」は，全国モニター調査
の結果とこの「民生委員制度創設 100 周年活動強
化方策」（以下，「活動強化方策」という）の内容
を踏まえ整理された．よって，この活動強化方策
を取り上げて論じていきたい．
「支えあう　住みよい社会　地域から」という，

これからの民生委員・児童委員活動に関するス
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民生委員制度 100 周年にみる民生委員の意義と役割（中島修）

提言としては，住民の代弁者として，民生委員法
第 24 条に規定される民生委員協議会の任務とし
ての「行政庁への意見具申」を積極的に行うこと．
地域ケア会議や要保護児童対策地域協議会，社協
や共同募金会をはじめとする関係機関の諸会議等
においても，積極的な提言，提案を行うことが求
められる．地域づくりの担い手となることについ
ては，民生委員・児童委員がめざす「誰もが笑顔
で，安全に，安心して暮らせる社会づくり」のた
めに，住民参加のもとで行う互助の仕組みづくり
等において，住民や地縁組織への働きかけ，協働
に取り組むことが必要である．また，これからの

「地域づくり」は，人びとが共に支え合う福祉の
まちづくりであり，福祉の思想と実践が根づいた

「文化」，「風土」づくりをめざすものといえる．
その実現のために，共に支え合うことの大切さを，
日々の活動を通じて地域の人びとに積極的に発信
するとともに，働きかけを行うこと．地域の人び
ととの協働を進めるためにも，住民参加のもと，
小地域での福祉活動に取り組んでいる社会福祉協
議会（社協）との連携をこれまで以上に進めるこ
と．「地域共生社会」の実現に向けて期待されて
いる「寄附文化の醸成」に向け，地域福祉推進の
重要な財源である共同募金について，積極的な提
案とともに，具体的な運動への協力を引き続き行
うことが求められている．

民生委員・児童委員は，100 年という歳月のな
かで，地域住民の身近な相談者として重要な役割
を果たし続けてきた．そして，地域共生社会の実
現や地域包括ケアシステムの構築が求められるな
かで，さらに単身生活者が増加し，社会的孤立の
問題が深刻化していくことは明らかである．一
方，民生委員・児童委員の 9 割は 60 代以上の委
員で構成されており，今後は年金受給年齢の上昇
により，就労との両立による委員活動を視野に入
れていかなければならない．筆者としては，全民
児連が掲げている民生委員・児童委員活動の方向
性は，適切なものであると考える．その一方で，
単位民児協という組織活動としてチームで取り組
むことは，個人で活動することよりもマネジメン
トという難しい課題も内包している．民生委員・
児童委員の多様化に対応した研修の実施や単位民

委員支援，（3）民生委員・児童委員候補者の選任
方法の多様化，（4）地域住民への積極的な PR 活
動の展開」が示されている（全民児連（2017a:2–4）

「児童委員制度創設 70 周年全国児童委員活動強化
推進方策 2017」）．

8 　おわりに

民生委員・児童委員は，変わらぬ住民の身近な
相談相手，見守り役として，これからも地域住民
の「良き隣人」として，人びとを見守り，その相
談相手となり，必要に応じて必要な支援へのつな
ぎ役となることが求められている．また，さまざ
まな課題を抱えながら孤立しがちな人が増加する
なか，そうした人びとを早期に把握し，適切な支
援につなぐことが求められる．地域の福祉課題を
明らかにしていくことについては，地域社会のつ
ながりが弱まるなかにあって，民生委員・児童委
員であるからこそ可能な，人びとや地域の福祉課
題を明らかにしていくことが必要である．そのた
めに，自ら地域を歩き，人びとの生活状況と直面
している課題を把握するとともに，民児協におい
て委員相互の課題の共有化を図ることが重要であ
る．児童委員であることを意識した活動において
は，子どもや子育て家庭をめぐる課題の多様化の
なかにあって，子どもたちにとっての「身近な大
人」として，親や学校の教員とは異なる立場から
子どもたちの相談相手や支援者となることが重要
な役割となる．子育て家庭の孤立防止や子どもた
ちの健全育成のため，子育て・子育ちを応援する
視点が求められる．多様な関係者をつなぐ「結節
点（ハブ）」となることについては，住民が抱え
る課題が多様化・複雑化するなかにあって，地域
に存在する多様な関係者・関係機関による包括的
な支援を実現するため，その連携の中核たる「結
節点＝ハブ」となることが求められる．地域包括
ケアシステムをはじめ，課題を抱えた住民への包
括的な支援のためには，福祉分野にとどまらず，
医療，保健，教育，司法等，幅広い分野の連携が
必要であることから，民児協活動においても幅広
い関係者との連携を意識することが必要である．
住民や地域の代弁者としての積極的な意見具申，
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民児協活動実態調査 2012 報告書」．
全国民生委員児童委員連合会編（2014）．「民生委

員・児童委員による災害時要援護者支援活動に関
する指針」改訂第 2 版，平成 26 年 4 月．

全国民生委員児童委員連合会（2015）．児童委員活
動推進部会編「児童委員協議会活動の充実のため
に〜 20 周年を迎えた主任児童委員活動の現状を
踏まえて〜」，平成 27 年 3 月．

全国民生委員児童委員連合会編（2016a）．「これか
らの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関
する検討委員会中間報告書」，平成 28 年 11 月．

全国民生委員児童委員連合会編（2016b）．「単位民
児協の手引き」，平成 28 年 3 月．

全国民生委員児童委員連合会（2017）．「民生委員制
度 100 周年記念　全国モニター調査報告書（別
冊）　都道府県・指定都市別集計表」，平成 29 年
11 月．

全国民生委員児童委員連合会編．（2018a）「これか
らの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関
する検討委員会報告書」，平成 30 年 3 月．

全国民生委員児童委員連合会編（2018b）．「民生委
員制度創設 100 周年活動強化方策　推進の手引き
〜『「地域版　活動強化方策」の作成に向けて』，
平成 30 年 9 月．

（2018. 9. 26 受稿，2018. 11. 12 受理）

児協という組織で活動していくことの活動支援方
策が求められる．それは，今般発表された全国民
生委員児童委員連合会編（2018b）「民生委員制度
創設 100 周年活動強化方策　推進の手引き〜『「地
域版　活動強化方策』の作成に向けて」に記載す
るところは大きい．「地域版の活動強化方策」が
それぞれの地域特性に応じた地域生活課題を把握
し，各単位民児協の等身大の活動として展開され
ることが民生委員・児童委員活動を持続可能性の
あるものとして推進していくことができるのでは
ないだろうか．
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